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花友しらかわではフロアごとに敬老祝賀会を行い
米寿・白寿・百歳・101 歳・104 歳・106 歳の方総勢 18名の長寿のお祝いをさせて頂きました。

今年百歳を迎えられた 6名の方には花友しらかわ施設長より京都府知事に代わり
表彰状授与を行いました。

敬老祝賀会
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8 月 24 日（水）夏祭りを開催しました。8月 24日（水）夏祭りを開催しました。
ゲームイベントや屋台、オンライン演奏会と楽しいひと時を過ごすことが出来ました。ゲームイベントや屋台、オンライン演奏会と楽しいひと時を過ごすことが出来ました。

季節に応じて外出レクレーションを開催しています。
祇園祭りドライブに出掛けた時のご様子です。

毎月お誕生日会を開催しています。お元気でお祝いできるこ
とを皆で喜べる会と毎月盛り上がっています。

いつもどこにどのような花を飾るか思案し
楽しんで下さっています。

季節に合わせた文字を自由に表現されて
います。

●夏●祭●り

ドライブ お誕生日会

華道クラブ

書道クラブ

出前寿司

外食気分でくら寿司のお寿司を召し上がりま
した。



デイサービスデイサービス

願いごと
叶えてや‼

次これどうぞ えい！！ 美味しいで！！

冷たくて
美味しいね

いえーい！

コロナ禍でも感染対策しながら季節のイベントやコロナ禍でも感染対策しながら季節のイベントや
創作活動を実施しています！！創作活動を実施しています！！

七夕の飾りづくりや創作活動、
皆さま個性あふれる、素敵な作品を作られています☆

夏祭りの特別メニューに舌つづみ。
的あてゲームも大盛りあがりでした！

夏祭り
夏祭り

作

品作
り

作

品作
り

屋上庭園のバラが満開になる５月、ビュッフェスタイルのティー屋上庭園のバラが満開になる５月、ビュッフェスタイルのティー
パーティー。たくさん並んだデザートの中から、選ぶ表情はどパーティー。たくさん並んだデザートの中から、選ぶ表情はど
れも楽しそうです。雨の日だった３階フロアは室内の開催です。れも楽しそうです。雨の日だった３階フロアは室内の開催です。

●春●の●お●茶●会 ●土●用●の●丑●の●日

香り豊かな鰻がどど～んと！香り豊かな鰻がどど～んと！
皆さん、暑い夏も乗り切れました。皆さん、暑い夏も乗り切れました。



[貸借対照表]
2022年3月31日現在� （単位：円）
勘定科目 当年度 勘定科目 当年度

資産の部 負債の部

流動資産 1,027,599,295 流動負債 575,086,319

固定資産 4,501,119,590 固定負債 1,560,931,716

負債の部合計 2,136,018,035

純資産の部

純資産 1,905,195,029

次期繰越活動増減差額 1,487,505,821

（うち当期活動増減差額） 44,069,102

純資産の部合計 3,392,700,850

資産の部合計 5,528,718,885 負債及び純資産の部合計 5,528,718,885

社会福祉法人　市原寮社会福祉法人　市原寮
[事業活動計算書]
自　2021年4月1日　　至　2022年3月31日� （単位：円）

勘定科目 合計金額

事業活動収支の部 サービス活動収益計① 2,828,235,908

サービス活動費用計② 2,767,511,514

サービス活動増減差額③（①－②） 60,724,394

事業活動外収支の部 サービス活動外収益計④ 19,105,013

サービス活動外費用計⑤ 27,055,931

サービス活動外増減差額⑥（④－⑤） △�7,950,918

経常増減差額⑦（③＋⑥） 52,773,476

特別収支の部 特別収益⑧ 8,550,999

特別費用計⑨ 17,255,373

特別増減差額⑩（⑧－⑨） △�8,704,374

�当期活動増減差額⑪（⑦＋⑩） 44,069,102

施
設
長
ご
挨
拶

このたび当法人の施設長人事に伴い、７月１日付けで「花友しらかわ」へ異動してまいりました。昨年 8月の同一法人内「市原寮」
への異動から約１年での再登板となりますが、皆さまのご期待に添えるよう鋭意努力して参る所存でございます。
とくに昨今の新型コロナウイルス感染症につきましては多くの制限が余儀なくされる現状ではありますが、感染対策に十分留
意しながら少しずつ従来の施設運営に戻し安心してご利用いただけるよう最善を尽くします。また、平成 29年４月に改正社会
福祉法が全面施行され、社会福祉法人改革の一つに「地域における公益的な取り組みを実施する責務」が明記され、地域社会に
積極的に貢献していくことが求められています。コロナ禍ではありますが多様な福祉ニーズに対応すべくサービスの充実を図り、
さらなる地域共生社会の推進に向けて施設一体となって取り組んで参りますので、どうか今後とも一層のご指導、ご鞭撻を賜り
ますようお願い申し上げます。
� 増元　寛和


